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審 議 結 果 

会 議 名 第１回川口市交通安全対策協議会 

開 催 日 時 令和４年７月２７日（水） 午後２時から３時まで  

開 催 場 所 第一本庁舎６階 ６０１大会議室 

出 席 者 

（会長に◎、副会長に

○） 

別紙会議録に記載 

議 題 
（１） 市内の交通事故状況について 

（２） 自転車等の放置禁止区域の追加指定について 

公開／非公開の別 公開 

非 公 開 の 理 由 
 
 

傍 聴 人 の 数 ０名 

会 議 資 料 別紙のとおり 

審 議 経 過 別紙会議録のとおり 

そ の 他  

 



会議録 

名 称 川口市交通安全対策協議会 

日 時 令和４年７月２７日（水） 午後２時００分～３時００分 

会 場 第一本庁舎６階 ６０１大会議室 

出席者 (委 員) ◎石原美知子、○佐藤征己、峯岸ヨシ子、中原栄次、 

      原島潔、河邊一成、平田清武、矢作知久、鶴見文治、 

山田路子、小堀貴紀 

（幹 事） 橋本貴喜、鈴木一成、福田晃三、松嶋広昌、丸山陽一 

（事務局） 石坂部長、春原課長、小野補佐、山田係長、髙橋主査、 

妹尾主査 

概 要 １ 開会 

（事務局) 令和４年度第１回川口市交通安全対策協議会を開会する。最 

初に、委嘱書の交付を行う。当協議会の委員及び幹事の任期は、川口市 

交通安全対策協議会条例第５条により２年となっている。本年５月１４ 

日をもって任期満了となったため今回委嘱替えをさせていただく。 

 

２ 委嘱書の交付 

 

３ 市長挨拶 

（市 長） 本日は公私ともに忙しい中、またこのようなコロナ禍の状況

にもかかわらず出席していただいたことに感謝する。 

令和３年の川口市内の事故件数は１，２２０件で前年より１８件増加

したものの、令和元年の１，７０７件と比較すると大幅に減少している。

何より交通事故死者数が平成１５年に３０人だったものが令和３年は９

人と大幅に減少し、ここ数年は１桁台で推移している。これも皆様の交

通安全に対する取り組みのおかげである。今後もより一層、警察や交通

関係団体と連携・協力し、安全・安心なまちづくりを推進して参りたい。 

 

４ 委員及び幹事ならびに事務局の紹介 

 

５ 仮議長選出 

（事務局) 条例第６条に基づき、会長は委員の互選により選出することに

なっているため、会長の選出をお願いしたい。また、副会長は会長が指



名することになっている。会長を互選するにあたり、まず仮議長を選出

し、仮議長のもとで新会長の選出をお願いしたい。事務局より仮議長を

中原委員にお願いしたいがいかがか。 

 

（委 員） 異議なし。 

 

（仮議長） 当協議会の会長選出について委員の皆様の意見を賜りたい。 

 

（委 員） 今までどおり、川口市交通安全協会会長にお願いしたい。 

 

（委 員） 異議なし。 

 

（仮議長） ご賛同いただいたので、当協議会会長は石原委員に決定する。 

 

６ 会長挨拶及び副会長の指名 

（会 長） 交通事故は、自動車・自転車・歩行者など、すべての道路を 

 利用する方が、それぞれ相手を思いやる気持ちを持ち、交通ルールやマ 

ナーを守れば防げるものである。本市で７月２４日まで実施された「夏 

の交通事故防止運動」でも、「子供と高齢者の交通事故防止」「自転車の 

交通ルールの徹底」「飲酒運転の根絶」を掲げて啓発活動をしたところで 

ある。 

歩行者は信号や横断歩道をわたり、しっかり安全確認、ドライバーは 

横断歩道での歩行者優先、自転車は車道の左側通行をするなど、人も車 

も自転車も、交通ルールを守って交通事故のない川口となることを切に 

期待する。 

ここにお集まりの皆様は、交通安全運動をはじめとする交通安全の啓 

発活動に熱心に取り組んでおられるが、当協議会についても有意義なも 

のとなるよう、ご協力をいただき運営していきたい。 

それでは、副会長を指名させていただく。これまで、副会長には武南

交通安全協会会長を指名してきたので、今回も佐藤委員を指名したい。 

        

（委 員） 異議なし。 

 



（事務局） ご賛同いただいたので、当協議会の副会長は佐藤委員にお願

いすることと決定する。 

 

７ 副会長挨拶 

（副会長） 交通事故は一瞬の油断や不注意で、日常生活に影響を与えて

しまう大きな事故となってしまうことがある。不幸な事故を無くすため

に、交通安全団体や市民の方々と協力し啓発等尽力して参りたい。安心・

安全の街づくりを実現するため皆様にご協力賜りたい。 

 

８ 議事の確認 

（事務局) 議事に先立ち、資料を確認する。 

 

９ 議事 

（事務局) 川口市交通安全対策協議会条例第７条により、会長を議長とし 

議事を進行する。 

 

（議 長) 議題(１)市内の交通事故状況について、橋本幹事に説明をお願 

いする。 

 

（幹 事) 今年上半期の交通事故状況を説明する。埼玉県内６月３０日現

在交通事故死者数は５２人で前年より９人減少したものの、全国的に見

てワースト７位となっており、厳しい状況である。市内の事故状況は、

人身事故５４３件、前年比―６２件。死者数４人、前年比±０。負傷者

数５９０人、前年比―８８人。物件交通事故（ケガのない交通事故） 

４，５４３件、前年比＋１７３件。人身事故件数及び負傷者数は減少し

たが、物件事故は増加した。事故の原因としては脇見等が最も多く、 

３５４件と構成率で人身事故件数の６５％を占めており、次いで一時不

停止が多くなっている。死傷者の年齢層は４０代１１６人、３０代 

１０５人、５０代１０２人、高齢者８７人。状態別では自動車が２３０

人、次いで自転車が１９５人となっている。今年川口市内では交通事故

で４人が亡くなっているが、すべてが高齢者である。うち３名は歩行中

で、その３名のうち２名は、保護されるべき横断歩道横断中の事故で、

残りの１名は自転車乗車中の事故である。死亡事故抑止対策目標として、



チャレンジキープ０と称し、交通死亡事故０日数の継続を目指し、きら

めきトリプルＨ運動（早めのライト・反射材着用・歩行者保護）を中心

とした交通事故抑止対策に皆様の協力をいただきながら取り組んでい

る。埼玉県警では歩行者優先及び道路の正しい横断に関する交通ルール

の定着化に向けた取り組みの強化を推進している。また、川口・武南警

察署では交通事故多発地域を分析し、多発エリアにおいて交通指導、取

り締まりや交通安全教育等の推進強化に取り組んでいる。皆様には、死

亡事故の抑止と併せて歩行者の保護にも趣旨目的に賛同してもらいた

い。 

 

（議 長) 今の説明に対して質問、意見等は。 

 

（委 員) 説明のあった交通事故発生状況について、物件事故が増加し、

人身事故は減少している。しかし、事故全体では１００件強の増となっ

ており、今後も事故件数を減らすことを目標に啓発活動が必要である。

死傷者を年齢別で見ると幼児が１.０％、小学生が３.９％、高齢者が 

１４.６％となっており、その年齢層で全体の２０％弱を占めている。こ

れは、県下の中ではどのくらいの位置にいるのか。 

 

（幹 事） 現在手持ちの資料に事故件数のデータがないため、死者数で

説明させていただく。高齢者は全体の６３.５％を占めている。幼児、小

学生、中学生は本年は亡くなっていない。 

   

（委 員） 高齢者の割合は県下他の市町村と比較すると多いのか、少な

いのか。 

 

（幹 事） 死者数４名中４名が高齢者であるので、高齢者の割合は多い

状況である。 

 

（議 長） 他に何かあるか。 

 

（委 員） 特になし。 

 



（議 長) 議事(２)自転車等の放置禁止区域の追加指定について、事務局

より説明をお願いする。 

 

（事務局） 資料２ページ、川口市自転車等の放置防止条例に基づき、放

置禁止区域を定め、指導・警告・撤去を行っている。区域内であっても、

民地部分やキュポラ広場に放置された自転車は権限がないため土地の管

理者が処分を行っている。今回２か所の民地部分とキュポラ広場におい

て、各管理者と協議したところ、協定を結ぶことで、撤去等行うことが

できるように要望書を受理した。放置禁止区域の変更については、条例

により、あらかじめ川口市交通安全対策協議会の意見を聞かなければは

ならないと規定されていることから、委員の皆様から意見をいただき、

当該箇所を放置禁止区域に追加指定し、放置自転車があった際は、条例

に基づき撤去等を行うことで、公共の場所の交通安全及び災害時におけ

る円滑な防災活動スペースの確保、都市の美観保持を図って参りたい。 

   

（議 長） 何か質問等はあるか。 

 

（委 員） 旧そごうビル周辺は今でも放置自転車はあるのか。 

 

（事務局） 台数は減っているが、現状は見受けられる。今回、放置禁止

区域に設定できれば、行政のほうで看板やバリケードの設置が可能とな

り、放置自転車の抑止にもつながると考えられる。 

 

（委 員） 来年また新しく商業施設もでき、人が増えることも考えられ

るので、指定に賛成である。 

 

（議 長） 例えば、こういう条件なら賛成であるとか、こういった点が

反対というような意見はあるか。賛成ということでよろしいか。 

 

（委 員） 異議なし。 

 

（議 長） 事務局の原案どおりとすることに決定する。 

 



（議 長） 以上で議事は終了だが、意見等はあるか。 

 

（委 員） 近くの小学校の通学路で、路側帯の内側にグリーンベルトが

あるが、植木鉢などで隠れてしまっている箇所がある。だいぶ昔からの

ことで地域内の関わりもあることから、学校から改善するよう要求する

のは難しいと思われる。何か改善する方法はないか。 

 

（幹 事） 場所を確認し後日回答したい。 

 

（委 員） 危ない、邪魔だと思っている人も居れば、綺麗だと思ってい

る人も居て地域での改善はなかなか難しい。警察の方で指導してもらえ

たら、すぐには無理でも徐々には改善されていくと思うのでお願いした

い。 

 

（議 長） 他に意見等がなければ議事を終了する。 

 

（事務局） 事務局より連絡事項がある。毎年開催している川口市交通安

全市民総ぐるみ大会であるが、９月２４日土曜日に開催する予定である。

ここ２年間は、各表彰部門の代表者を対象として、川口市役所会議室に

て表彰式のみの開催とさせていただいた。今年度は新型コロナウイルス

感染防止対策をとった上で、３年ぶりに表彰者全員を対象として、南平

文化会館での開催を予定している。後日案内状を送付するのでぜひご臨

席いただきたい。 

 

１０ 閉会 

（事務局） 以上で令和４年度第１回川口市交通安全対策協議会を終了す 

る。 

 


